
消借第 2号 仮眠室用寝具賃貸借 仕様書  

 

１ 寝具用品及びサイズ 

 

２ 交換・乾燥 

（１）布団類（掛布団、敷布団）は１年に１回交換すること。なお、交換品は清潔品とすること。 

（２）カバー類（シーツ、掛布団カバー、枕カバー）は毎月１回クリーニング交換すること。 

（３）布団類（掛布団、敷布団）は年３回、寝具乾燥消毒を実施すること。 

（４）履行場所（２ヶ所）で行うこと。 

   ・阿賀野市消防署 阿賀野市安野町１４番４号 

   ・かがやき分署  阿賀野市かがやき５９１７番地３４ 

 

３ 賃貸借期間 

   令和８年７月１日～令和１３年６月３０日（５年間） 

  （地方自治法第 234条の 3及び地方自治法施行令第 167条の 17及び阿賀野市長期継続契約を 

  締結することができる契約に関する条例に基づく長期継続契約） 

 

４、その他 

（１）交換するリネン類を入れておく袋等を備付とする。 

（２）医療機関などで使用している寝具、リネンは使用しないこと。 

（３）入札書には 5年間賃貸借した場合の月額価格（税抜）を記載すること。 

品 名 サイズ（㎝） 仕 様・材 質 数量(枚) 交換 乾燥 

 

掛布団 145×210以下 
生地 T/C 

中材 ポリエステル綿 
28 年 1回 年 3回 

敷布団 110×200以下 
生地 綿 100％ 

中材 綿 
28 年 1回 年 3回 

シーツ 165×290以下 生地 T/C 平型 75 月 1回 

 掛カバー 160×230以下 生地 T/C 丸繰型 75 月 1回 

枕カバー 45×70以下 生地 T/C 封筒型 75 月 1回 


